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Ⅰ 基本的な考え方  

 

１．目  的   

 

区では、平成１７年４月に次世代育成支援対策推進法に基づく「台東区職員

のための子育て支援計画」を策定し、職員一人ひとりが子育てを身近な問題と

して捉え、職場を挙げて支援する体制を目指し、取り組んできた。 

このたび次世代育成支援対策推進法が、平成３７年３月３１日まで１０年間

延長されたことを受け、これまでの取組状況を踏まえ、「女性職員の活躍推進」

や「男性職員の子育てへの積極的参加」という新たな視点を加え、「台東区職員

のための子育て支援計画（以下「支援計画」という。）」を策定したものである。 

この支援計画は、職場における子育て支援にとどまらず、職員が地域社会の

一員として、地域における子育てを支える環境づくりに、積極的に取り組むこ

とを目指すものである。 

 

２．計画期間 

  

平成２７年度から平成３１年度までの５年間 

 

３．計画策定の基本的視点  

 

この支援計画は、次の７項目を基本的な視点として策定している。 

(1) 職員の仕事と生活の調和の推進という視点 

  職場の意識や職場風土の改革とあわせ、働き方の見直しに取り組むこと

が必要である。 

(2) 職員の仕事と子育ての両立の推進という視点 

  子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立って取り組むことが

必要である。 
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(3) 組織全体で取り組むという視点 

  組織全体が、共通の理解の下に取組を進めることが必要である。 

(4) 組織の実情を踏まえた取組の推進という視点 

  組織の実情に応じて効果的に取り組むことが必要である。 

(5) 取組の効果という視点 

  優秀な人材の確保・定着、活躍等が期待できることを理解し、取組を進

める必要がある。 

(6) 社会全体による支援の視点 

  職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための環境の整備が

社会的に強く求められている中で、区も積極的な取組を推進することが必

要である。 

(7) 地域における子育ての支援の視点 

  職員は居住する地域社会の構成員として、その地域における子育て支援

の活動等に積極的に参加することも期待されており、その点も踏まえた取

組を推進することが必要である。 

 

４．計画の対象職員 

 

台東区の一般職の職員（常勤職員及び再任用職員）を対象とする。 

 

５．計画の推進体制 

  

(1) 本計画の推進のために、総務部人事課（以下「人事課」という。）を推進

事務局とし、全庁的な取組を推進していく。 

(2) 各庶務担当課長を通じて、取組状況の確認や情報の共有などを進める。 

 (3) 職員に対し、次世代育成支援対策に関する情報提供等を積極的に行う。 

 (4) 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口を、人事課

に設置する。 
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(5) 本計画の実施状況を年度ごとに把握・分析し、職員のニーズを踏まえて、

その後の対策の実施や計画の見直しを行う。 

 

６．計画の実施状況の公表 

 

本計画の推進のために、「人事行政の運営等の状況の公表」の中で、年１回 

実施状況を公表する。 

 

 

Ⅱ 具体的な取組内容  

 

１．妊娠及び出産後の職員への支援について  

  

(1) 妊娠出産休暇等の特別休暇制度の周知 

①妊娠出産休暇・妊娠初期休暇・母子保健健診休暇など、母性保護及び母

性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知

徹底を図る。 

   ②出産費・家族出産費・育児休業手当金など、出産・育児費用の共済組合

給付について周知徹底を図る。 

③子どもの出生時における父親の出産支援休暇と年次有給休暇をあわせ

た連続休暇の取得を促進する。 

   ④【新規】休暇制度の周知と意識啓発を図るため、各種制度を解説する「仕

事と家庭の両立支援ハンドブック（以下「ハンドブック」という。）」を

作成し配付する。 

      

 

 

 

目標  

上記の取組を通じ、男性職員の出産支援休暇取得率１００％を目指す。 
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(2) 職場における環境整備等  

①妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。 

   ②妊娠中の職員および産後１年を経過しない女性職員に対しては、原則と

して超過勤務を命じない。 

  

２．子育て中の職員への支援について  

  

(1) 育児休業及び部分休業制度等の周知 

①妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について 

詳細に説明を行う。 

②育児休業の手続とあわせ、育児休業資金特別貸付など台東区役所職員

互助会の貸付制度、共済組合の育児休業手当金などについて、情報提

供を行う。 

③男性も育児休業や育児時間等の子育てを目的とする休暇を取得できる

ことについて周知を図り、育児休業等を取得しやすい職場環境づくり

を促進する。 

④子の看護のための休暇等の特別休暇について、取得しやすい職場環境

づくりを促進する。 

⑤【新規】育児休業等の制度周知と意識啓発を図るため、ハンドブック

を作成し配付する。（再掲） 

  

(2) 職場における環境整備等 

    ①職員から育児休業及び部分休業の取得の申出があった場合は、業務に

支障をきたさないよう業務分担の見直しを行う。 

    ②各職場においては、育児休業等の制度の理解を深め、職場の意識改革

を進める。 

③学校就学始期に達するまでの子どものいる職員については、休日や週

休日の出勤、超過勤務を制限するよう配慮する。 
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 (3) 育児休業を取得した職員の円滑な復帰支援 

①育児休業中の職員に対しては、各職場において、休業期間中、必要な

情報の提供を行う。 

②復職時には、各職場において、職場内研修等を実施する。 

③職員から育児短時間勤務や部分休業の取得の申出があった場合は、所

属長は本人や他の職員と十分に話し合い、職場内の応援体制を含む業

務分担の見直し等を行う。 

 

(4) 育児休業に伴う代替職員等の活用 

職員から育児休業の取得の申出があった場合に、職場内の人員配置等に

よって当該職員の業務を処理することが難しいときは、育児休業代替任期

付職員や非常勤職員、臨時職員等を活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

３．職場環境等について 

 

(1) 職場での取組 

   ①事務の簡素化・効率化の推進 

・会議や打合せなどは、時間の設定や回数の削減を徹底する。 

   ・軽易な連絡については、電子メールや電子掲示板を活用する。 

   ②超過勤務の縮減のための意識啓発等 

・各職場においては、超過勤務縮減のための業務の改善や見直しを進め

目標 上記の取組を通じ、 

男女問わず、育児休業を希望する職員全員が、安心して育児休業を取得でき

る環境を目指す。 

・女性職員については、育児休業取得率１００％を目指す。 

・男性職員については、育児休業取得率の向上を目指す。 

 

・ 
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る。 

   ・人事課は、超過勤務の多い職場について、管理職員からヒアリング 

を行い、超過勤務の実態に関する認識の徹底と改善を促す。 

   ③ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施 

   ・職員のワーク・ライフ・バランスを図るため、ノー残業デー、ノー残 

業ウィークの取組をさらに推進する。 

④年次有給休暇の取得の促進 

   ・管理職員は、職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な休暇

の取得について指導する。 

   ・各職場においては、業務計画を策定・共有することにより、職員の計

画的な年次有給休暇の取得促進に努める。 

   ・各職場においては、職員の円滑な年次有給休暇の取得促進に向け、事

務分担などに工夫をこらし、職員が互いに協力し合える体制を整備す

る。 

   ・管理職員は、職員に対し、子どもの授業参観や学校行事などに積極的

に参加するよう奨励する。 

・人事課は、定期的に年次有給休暇の取得促進について周知し、職場の    

 意識改革に努める。また、取得率が低い職場については、管理職員か

らヒアリングを行い、取得向上に関する認識の徹底と改善を促す。 

⑤ 連続休暇等の取得の促進 

・休日や週休日、夏季休暇等の休暇とあわせた年次有給休暇の取得を促

進する。 

   ・ゴールデンウィークやお盆期間等における会議等の開催は、可能な限

り避けるよう配慮する。 

   ・週休日の勤務については、確実に週休日の振替を行う。 

・管理職員は、職員ができるだけ連続して休暇を取得できるよう配慮す

る。 

⑥ 職員の健康管理の推進 
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    ・職員の健康の保持増進を図るため、健康診断や健康相談を実施し、職

員が心身共に健康で働きやすい職場環境づくりに努める。 

⑦ 人事異動における配慮 

・人事異動に際しては、職員の妊娠・出産、子育ての状況等に配慮する。 

 

  

 

 

 

(2) 女性職員の活躍推進に向けた取組 

①女性職員を対象とした取組 

・【新規】管理監督者に必要なマネジメント能力等の付与のための研 

修を行い女性職員のキャリア形成を支援する。 

・【新規】女性職員の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの推進に 

関する研修等を実施する。 

・ライフイベントを踏まえた昇任選考の見直しを検討する。 

②管理職員による取組 

・管理職員による女性職員の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの

推進に向けた意識啓発等を行う。 

・職場における性別役割分業にとらわれない役割分担や多様な活躍の

場を提供する。 

 

４．子ども・子育てに関する地域貢献活動について 

 

(1) 子ども・子育てに関する活動の支援 

地域において、子どもの健全育成、疾患・障害を持つ子どもの支援、子

育て家庭の支援を行う NPO や地域団体等の活動に、職員が参加できるよう

配慮する。 

目標 上記の取組を通じ、年次有給休暇年平均１５日以上の取得を目指す。 
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(2) 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の 

自主的な防犯活動や少年非行防止、交通安全活動等への職員の参加を支援

する。 

 

 

Ⅲ おわりに  

 

 今回新たに策定したこの支援計画を、より実効性のあるものとするためには、

すべての職員が子育てに対する理解を深め、お互いに支え合い協力し合うこと

が求められる。 

職員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスを実現し、より一層いきいきと

働くことができる職場環境を整備していく。 



 

  

 

特定事業主 

 

台  東  区  長 

台 東 区 議 会 議 長 

台東区代表監査委員 

台 東 区 教 育 委 員 会 

台東区選挙管理委員会 


